
 

 

東京都エネルギー環境計画指針 
 

第１ 目的 

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215

号。以下「条例」という。）第９条の２第１項に基づき、特定エネルギー供給事業者（以下「特

定事業者」という。）が実効性ある地球温暖化の対策を進めていくに当たり、エネルギー環境

計画書（以下「計画書」という。）及びエネルギー状況報告書（以下「報告書」という）を作

成するための方法等について定めることを目的とする。 

 

第２ 特定事業者 

特定事業者は、都内に電気を供給している事業者のうち、都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例施行規則（平成 13 年東京都規則第 34 号）第５条の２２第２項に規定する小

売電気事業者及び一般送配電事業者で、計画書及び報告書の作成、提出及び公表をしなけれ

ばならない事業者である。 

「都内に電気を供給している」とは、都内に位置する事業所等を設置し、又は管理する事

業者との間に当該事業所等に係る電気の販売契約を締結していることをいう。 

 

第３ 温室効果ガスの排出の量等の算定 

１ 温室効果ガスの排出の量等の把握 

特定事業者は、毎年度、次に掲げる事項の前年度における値を算定し、把握するものとす

る。 

（１）都内への電気の供給（２（３）を除き、以下単に「電気の供給」という。）に伴い排出さ

れる温室効果ガスの量として、二酸化炭素の排出の量（以下「ＣＯ2 排出量」という。） 

この場合において、ＣＯ2 排出量には、自己が所有する発電所における発電に伴うＣＯ2 

排出量に限らず、自己が所有する発電所以外の発電所において発電された電気で、自己が

調達し、都内へ供給したものに係るＣＯ2 排出量を含めるものとし、回収し、又は適正に

処理された二酸化炭素の量は含めないものとする。 

（２）1 キロワット時当たりの電気の供給に伴い排出されるＣＯ2 排出量（以下「ＣＯ2 排出

係数」という。） 

（３）再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電

力相当量及び（10）に規定する環境価値量を考慮したＣＯ2 排出量（以下「調整後ＣＯ2 排

出量」という。）を用いて算定したＣＯ2 排出係数（以下「調整後ＣＯ2 排出係数」という。） 

（４）電気の供給の量（送配電損失及び変電所所内電力を控除した量とし、（７）に規定するメ

ニュー別調整後ＣＯ2 排出係数の算定においては控除しない。以下同じ。）のうちＣＯ2 排

出係数を算定するに当たり算定の基となる情報を把握したものの割合（以下「把握率」と

いう。） 

（５）電気の供給の量のうち再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の量（（６）

に規定するＦＩＴ電気利用量を含む。以下「再生可能エネルギー利用量」という。）の割合



 

 

（以下「再生可能エネルギー利用率」という。） 

（６）電気の供給の量のうちＦＩＴ電気（再生可能エネルギーの固定価格買取制度により特定

供給者（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23

年法律第 108 号）第３条第２項に規定する特定供給者をいう。）から調達した同法第２条第

２項に規定する再生可能エネルギー電気（当該再生可能エネルギー電気について同法第８

条第１項の交付金を受けている場合に限る。）をいう。）の供給の量（以下「ＦＩＴ電気利

用量」という。）の割合（以下「ＦＩＴ電気利用率」という。） 

（７）料金メニュー（以下「メニュー」という。）ごとの調整後ＣＯ2 排出係数（以下「メニュ

ー別調整後ＣＯ2排出係数」という。）（公表を希望する場合に限る。） 

（８））メニューごとの再生可能エネルギー利用率（以下「メニュー別再生可能エネルギー利用

率」という。）（公表を希望する場合に限る。） 

（９）メニューごとの環境価値利用率（以下「メニュー別環境価値利用率」という。）（公表を

希望する場合に限る。） 

（10）電気の供給に係る環境価値量（以下「環境価値量」という。） 

  この場合において、 環境価値量の算定に用いることができるものは、温室効果ガス算定

排出量等の報告等に関する命令（平成１８年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・

文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第２号）第２

０条の２の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとの調整後

ＣＯ2 排出係数について定められている算出方法（以下「国が定める算出方法」という。）

において、電気事業者の調整後ＣＯ2排出量の算定に用いることができる国内及び海外認証

排出削減量等として認められているもののうち、次に掲げるものとする。ただし、知事が

別に定める場合は、この限りでない。 

ア 国内認証排出削減量（ただし、調整後ＣＯ2排出係数及びメニュー別環境価値利用率を

算定する場合にあっては、再生可能エネルギーによる削減量について認証されたものに

限る。） 

イ 海外認証排出削減量（ただし、メニュー別調整後ＣＯ2 排出係数を算定する場合に限

る。） 

ウ 非化石証書に係る二酸化炭素削減相当量（ただし、調整後ＣＯ2排出係数及びメニュー

別環境価値利用率を算定する場合にあっては、再エネ指定の非化石証書に限る。） 

 

２ ＣＯ2排出量等の算定方法 

（１）ＣＯ2排出量の算定方法 

特定事業者の電気の供給に係るＣＯ2排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。 

Ｘ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

この式において、Ｘ、Ａ、Ｂ及びＣは、次の値を表すものとする。 

 

 

 



 

 

Ｘ 電気の供給に係るＣＯ2排出量（単位 千トン） 

Ａ 一般送配電事業者（電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）

第２条第１項第９号に規定する者をいう。以下同じ。）又は日本卸電力取引所（以下「一

般送配電事業者等」という。）から調達した電気の供給に係るＣＯ2 排出量（単位 千

トン） 

Ｂ 自己及び子会社が所有する発電所並びに発電に係る情報を取得できる親会社、関連

会社及びその他の関係会社である会社（その範囲は、知事と協議の上、定める。）が所

有する発電所（以下「自社等発電所」という。）における発電による電気の供給に係る

ＣＯ2排出量（単位 千トン） 

Ｃ Ａ又はＢ以外の電気の供給に係るＣＯ2排出量（単位 千トン） 

Ａ、Ｂ及びＣは、それぞれア、イ及びウに掲げる方法により算定されるものとする。 

ア 一般送配電事業者等から調達した電気の供給に係るＣＯ2排出量 

一般送配電事業者等から調達した電気の供給に係るＣＯ2排出量は、当該電気の供給の

量に、当該一般送配電事業者等に係るＣＯ2排出係数（全電源平均）を乗じて求めるもの

とする。ただし、当該ＣＯ2排出係数（全電源平均）の値が不明な場合はウに掲げる方法

により算定する。 

なお、都内を管轄する一般送配電事業者のＣＯ2排出係数について、知事が示した場合

においては、当該係数を用いるものとする。また、日本卸電力取引所に係るＣＯ2排出係

数について、知事が示した場合においては、当該係数を用いるものとする。 

イ 自社等発電所における発電による電気の供給に係るＣＯ2排出量 

自社等発電所における発電による電気の供給に係るＣＯ2排出量の算定方法は、次に掲

げるとおりとする。 

 Ｂ＝Ｄ１Ｅ１Ｆ１＋Ｄ２Ｅ２Ｆ２＋Ｄ３Ｅ３Ｆ３＋‥‥‥‥＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ 

この式において、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ及びＩは、次の値を表すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｄ 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令（平成 18

年経済産業省・環境省令第３号。以下「省令」という。）別表第１の第２欄に掲げる

燃料のうち、専ら発電の用に供するため使用したものの量（単位 同表の第３欄に

掲げる単位） 

Ｅ 省令別表第１の第４欄に掲げる発熱量（単位 同表の第３欄に掲げる単位当たり

のギガジュール） 

Ｆ 省令別表第１の第５欄に掲げる燃料の種類ごとに定める係数に１２分の４４を乗

じて得た数（単位 トン／ギガジュール） 

Ｇ 再生可能エネルギーによる発電及び原子力発電に係るＣＯ2排出量であり、当該Ｃ

Ｏ2排出量は０とする。 

Ｈ 次の式によって算定されるコージェネレーション発電によるＣＯ2 排出量（単位 

千トン） 
 

 Ｈ＝Ｊ×Ｋ×Ｌ× 
 

 この式において、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ及びＮは、次の値を表すものとする。 

Ｊ 省令別表第１の第２欄に掲げる燃料のうち、専ら発電の用に供するため使用

したものの量（単位 同表の第３欄に掲げる単位） 

Ｋ 省令別表第１の第４欄に掲げる発熱量（単位 同表の第３欄に掲げる単位当

たりのギガジュール） 

Ｌ 省令別表第１の第５欄に掲げる燃料の種類ごとに定める係数に１２分の４４

を乗じて得た数（単位 トン／ギガジュール） 

Ｍ 次の式によって算定される電気量（単位 メガジュール） 

 Ｍ＝発電した電気量（単位 キロワット時）×3.6（単位 メガジュール／キロ

ワット時） 

Ｎ 次の式によって算定される有効利用した熱量の価値（単位 メガジュール） 

 Ｎ＝有効利用した熱量（単位 メガジュール）×（1/2.17） 

 

Ｉ 未利用エネルギー等（これまで利用されていなかったエネルギー又は副生ガスと

して別表に掲げるエネルギーをいう。以下同じ。）を利用した発電によるＣＯ2 排出

量（単位 千トン）であり、生産工程におけるエネルギーフローを示す資料、未利

用エネルギー等を利用した発電システム等の資料を提示した上で、知事と協議し、

算定方法を決定する。 

ウ ア又はイ以外の電気の供給に係るＣＯ2排出量 

ア又はイ以外の電気の供給に係るＣＯ2排出量の算定方法は、イに掲げる方法と同様と

する。ただし、当該方法によるＣＯ2排出量の算定の基となる情報の一部又は全部が把握

できないと知事が認める場合においては、当該電気の供給の量に、省令第２条第４項第

３号に規定する係数を乗じて求めるものとする。 

（２）ＣＯ2排出係数の算定方法 

Ｍ＋Ｎ 

Ｍ 



 

 

全電源のＣＯ2排出係数は、（１）の方法により算定したＣＯ2排出量を、全ての電気の供

給の量で除して求めるものとする。 

  火力発電のＣＯ2排出係数の算定方法は、次に掲げるとおりとする。 
     

Ｘ＝ 
     

  この式において、Ｘ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦは次の値を表すものとする。 

 

    Ｘ 火力発電所のＣＯ2排出係数 

    Ａ 省令別表第１に掲げる燃料を燃焼して発電された電気の供給に係るＣＯ2排出量 

    Ｂ 一般送配電事業者から調達した電気の供給に係るＣＯ2排出量 

    Ｃ ＣＯ2排出量を算定するに当たり算定の基となる情報が把握できなかった電気の供 

     給に係るＣＯ2排出量 

   Ｄ 省令別表第１に掲げる燃料を燃焼して発電された電気の供給の量 

   Ｅ 一般送配電事業者から調達した電気の供給の量 

Ｆ ＣＯ2 排出量を算定するに当たり算定の基となる情報が把握できなかった電気の供

給の量 

   Ｄ、Ｅ及びＦにおいて、電気の供給の量は、送配電損失及び変電所所内電力を控除しな

い量とする。 

（３）調整後ＣＯ2排出量の算定方法 

調整後ＣＯ2 排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。 

Ｘ＝Ａ＋（Ｂ－Ｃ）×Ｄ 

 この式において、Ｘ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、次の値を表すものとする。 

Ｘ 調整後ＣＯ2排出量（単位 千トン） 

Ａ （１）の方法により算定したＣＯ2排出量（単位 千トン） 

Ｂ 国内への電気の供給の量に対する固定価格買取調整電力量（再生可能エネルギーの

固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力相当量をいう。）の

割合で国内への電気の供給に伴うＣＯ2排出量を調整した量（単位 千トン） 

Ｃ １（７）の環境価値量の算定に用いることができるものの量 

Ｄ 都内への電気の供給の量を国内への電気の供給の量で除した値 

Ｃは、国が定める算出方法において、電気事業者が排出量調整無効化した国内及び海外

認証排出削減量等を把握する方法として示されている調整後ＣＯ2 排出量の調整方法と同

様の方法により算定されるものとする。 

（４）調整後ＣＯ2排出係数の算定方法 

調整後ＣＯ2排出係数は、（３）の方法により算定した調整後ＣＯ2排出量を、全ての電気

の供給の量で除して求めるものとする。 

（５）把握率の算定方法 

全ての電気の供給の量からＣＯ2 排出量を算定するに当たり算定の基となる情報が把握

できなかった電気の供給の量を減じた値を、全ての電気の供給の量で除して求めるものと

Ｄ－Ｅ－Ｆ 

Ａ－Ｂ－Ｃ 



 

 

する。 

（６）再生可能エネルギー利用率の算定方法 

再生可能エネルギー利用率は、再生可能エネルギー利用量を、全ての電気の供給の量で

除して求めるものとする。 

（７）ＦＩＴ電気利用率の算定方法 

   ＦＩＴ電気利用率は、再生可能エネルギー利用量のうちＦＩＴ電気利用量を、全ての電

気の供給の量で除して求めるものとする。 

（８）メニュー別調整後ＣＯ2排出係数の算定方法 

メニュー別調整後ＣＯ2排出係数は、メニューごとの調整後ＣＯ2排出量を、メニューご

との電気の供給の量で除して求めるものとする。 

（９）メニュー別再生可能エネルギー利用率の算定方法 

メニュー別再生可能エネルギー利用率は、メニューごとの再生可能エネルギー利用量を、

メニューごとの電気の供給の量で除して求めるものとする。 

（10）メニュー別環境価値利用率の算定方法 

メニュー別環境価値利用率は、電気事業者が排出量調整無効化した環境価値量を、メニュ

ーごとの電気の供給の量で除して求めるものとする。 

 

３ 単位発熱量等について 

特定事業者は、省令別表第１の第４欄に掲げる発熱量その他ＣＯ2排出量の算定に係る要素

が２（１）に示す値によりがたく、かつ、別に合理的な算定方法がある場合は、その算定方

法を知事に示して協議し、これを知事が適当と認めるときは、当該方法を使用することがで

きるものとする。この場合においては、その根拠となる資料を報告書に添付するものとする。 

 

第４ エネルギー環境計画書の作成 

１ 計画書の様式 

計画書は、別記第１号様式によるものとする。 

 

２ 地球温暖化の対策の取組方針 

特定事業者は、自社等発電所における発電事業における温室効果ガス削減対策、電気調達

先における温室効果ガス削減対策その他の電気の供給に係る事業において実施する地球温暖

化対策の推進についての取組方針を定め、示すものとする。 

 

３ 地球温暖化の対策の推進体制 

特定事業者は、電気の供給に係る地球温暖化対策を着実かつ効果的に推進するに当たり、

次に掲げる事項を行うための組織体制を整備するよう努め、整備した場合にあっては、その

概要を示すものとする。 

（１）計画書及び報告書の作成 

（２）電気の供給に伴い排出されたＣＯ2排出量の把握 



 

 

（３）電気の供給に伴い排出されたＣＯ2排出量等の、都民、都内事業所等に対する公表 

（４）ＣＯ2排出係数を低減させるための対策の推進 

 

４ 特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標 

特定事業者は、ＣＯ2排出係数の低減について、次に掲げる事項の目標値を設定するものと

する。 

なお、計画書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前

年度に提出した計画書に記載した次に掲げる事項の目標値を転記するものとする。 

また、ＣＯ2排出係数の低減目標達成に向けた具体的な対策内容等目標設定に係る措置の考

え方を整理し、示すものとする。 

（１）提出年度のＣＯ2排出係数 

    計画書を提出する年度（以下「提出年度」という。）におけるＣＯ2排出係数 

（２）次年度のＣＯ2排出係数 

    中期的な目標として、次年度におけるＣＯ2排出係数 

（３）長期的目標年度のＣＯ2排出係数 

    長期的な目標として、長期的な目標年度（おおむね 2030 年度とする。）におけるＣＯ2

排出係数 

 

５ 再生可能エネルギーの供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標 

特定事業者は、再生可能エネルギーの利用について、次に掲げる事項の目標値を設定す

るものとする。 

なお、計画書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、

前年度に提出した計画書に記載した次に掲げる事項の目標値を転記するものとする。 

また、再生可能エネルギーの具体的な利用促進対策、今後の開発の見通し等目標設定に

係る措置の考え方を整理し、示すものとする。 

（１） 提出年度の再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率 

提出年度における再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率 

（２） 次年度の再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率 

中期的な目標として、次年度における再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネル

ギー利用率 

（３） 長期的目標年度の再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率 

長期的な目標として、長期的な目標年度（おおむね 2030 年度とする。）における再生

可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率 

なお、長期的な目標年度は、ＣＯ2排出係数の長期的な目標年度と同じ年度とする。た

だし、合理的な理由がある場合は、知事と協議の上、これと異なる年度とすることがで

きる。 

 

６ その他地球温暖化の対策に関する事項 



 

 

（１）未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給の量の割合の拡大に係る措置及び

目標 

特定事業者は、未利用エネルギー等を利用した発電について、提出年度、次年度及び長

期的な目標年度（おおむね 2030 年度とする。）における未利用エネルギー等を利用した発

電による電気の供給の量及び未利用エネルギー等利用率（電気の供給の量のうち未利用エ

ネルギー等を利用した発電による電気の供給の量の割合をいう。以下同じ。）の目標値を設

定している場合には、その値を示すものとする。 

なお、計画書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、

前年度に提出した計画書に記載した次に掲げる事項の目標値を転記するものとする。 

また、未利用エネルギー等の具体的な利用促進対策、今後の開発の見通し等目標設定に

係る措置の考え方を整理し、示すよう努めるものとする。 

（２）火力発電所における熱効率の向上に係る措置及び目標 

特定事業者は、自己及び子会社が所有する発電所（火力発電所に限る。）については、提

出年度、次年度及び長期的な目標年度（おおむね 2030 年度とする。）における熱効率（燃

料の保有するエネルギーに対する電力に変換されたエネルギーの割合をいう。）の目標値を

設定し、その値を示すものとする。 

また、当該発電所における具体的な地球温暖化対策について、取組状況及び今後の取組

計画を示すものとする。 

（３）都内の電気需要者への地球温暖化の対策の働きかけに係る措置 

特定事業者は、都内で電気を使用する者（以下「電気需要者」という。）に対して、当該

電気需要者の事業所等における地球温暖化の対策の促進を働きかけ、特定事業者と電気需

要者との連携により地球温暖化対策を相乗的に推進する措置等がある場合には、取組状況

及び今後の取組計画を示すものとする。 

（４）その他の地球温暖化対策に係る措置 

特定事業者は、その他の地球温暖化対策として、フロン類の漏出防止、廃棄物の削減及

び有効利用、自動車の合理的な利用、植林・緑化、京都メカニズム（気候変動に関する国

際連合枠組条約の京都議定書（平成 17 年条約第 1 号）第６条、第１２条及び第１７条に規

定する措置をいう。以下同じ。）の活用による温室効果ガス削減量の確保等の措置等がある

場合には、取組状況及び今後の取組計画を示すものとする。 

 

７ 特定事業者による公表 

特定事業者は、計画書のうち、次に掲げる事項を公表する。 

（１）特定事業者の概要 

（２）地球温暖化の対策の取組方針 

（３）地球温暖化の対策の推進体制 

（４）特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量（１キロワット時当たり）の

抑制に係る措置及び目標 

（５）再生可能エネルギーの供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標 



 

 

（６）その他地球温暖化の対策に関する事項 

 

８ 添付書類 

（１）環境報告書等 

計画書の提出に当たっては、環境報告書（環境情報の提供の促進等による特定事業者等

の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成１６年法律第７７号）第２条第４項

の環境報告書をいう。）、これに類する冊子等を作成している場合においては、当該環境報

告書等を添付するよう努めるものとする。 

（２）その他知事が必要と認める書類 

計画書の提出に当たっては、（１）のほか、計画書の内容を説明するものとして知事が必

要と認める書類を添付するものとする。 

 

第５ エネルギー状況報告書の作成 

１ 報告書の様式 

報告書は、別記第２号様式によるものとする。ただし、当該様式中メニュー別調整後ＣＯ2

排出係数、メニュー別再生可能エネルギー利用率及びメニュー別環境価値利用率（以下「メ

ニュー別調整後ＣＯ2排出係数等」という。）は、公表を希望する場合に限り記載する。 

 

２ 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量 

特定事業者は、報告書を提出する年度の前年度の電気の供給に伴い排出された温室効果ガ

スの量を算定し、報告するものとする。 

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前

年度に提出した報告書に記載した前々年度の電気の供給に伴い排出された温室効果ガスの量

を転記するものとする。 

 

３ 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量（１キロワット時当たり）及び

その抑制に係る措置の進捗状況 

特定事業者は、ＣＯ2 排出量の抑制に係る措置の結果として、全電源のＣＯ2 排出係数、把

握率、火力発電のＣＯ2排出係数、調整後ＣＯ2排出係数及びメニュー別調整後ＣＯ2排出係数

（公表を希望する場合に限る。）を算定し、報告するものとする。 

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前

年度に提出した報告書に記載した前々年度の全電源のＣＯ2 排出係数、火力発電のＣＯ2 排出

係数、調整後ＣＯ2 排出係数及びメニュー別調整後ＣＯ2 排出係数（公表を希望する場合に限

る。）を転記するものとする。 

また、計画書に記載したＣＯ2排出係数の削減目標達成に向けた具体的な対策の取組実績及

びその効果について示すものとする。 

 

４ 再生可能エネルギーの供給の量の割合及びその拡大に係る措置の進捗状況 



 

 

特定事業者は、再生可能エネルギーの利用について、前年度の再生可能エネルギー利用

量、再生可能エネルギー利用率、メニュー別再生可能エネルギー利用率、メニュー別環境

価値利用率、ＦＩＴ電気利用量及びＦＩＴ電気利用率を算定し、報告するものとする。た

だし、メニュー別再生可能エネルギー利用率及びメニュー別環境価値利用率は、公表を希

望する場合に限り記載する。 

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、

前年度に提出した報告書に記載した前々年度の利用量及び利用率を転記するものとする。 

また、計画書に記載した再生可能エネルギーの具体的な利用促進対策の取組実績、開発

の実績等を整理し、示すものとする。 

 

５ その他地球温暖化の対策に関する事項の進捗状況 

（１）未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給に係る措置の進捗状況 

特定事業者は、計画書に記載した未利用エネルギー等を利用した発電について、前年度

の未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給の量及び未利用エネルギー等利用

率を算定し、報告するものとする。 

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、

前年度に提出した報告書に記載した前々年度の供給の量及び未利用エネルギー等利用率を

転記するものとする。 

また、計画書に記載した未利用エネルギー等の具体的な利用促進対策の取組実績、開発

の実績等を整理し、示すものとする。 

（２）火力発電所における熱効率の向上に係る措置の進捗状況 

特定事業者は、計画書に記載した自己及び子会社が所有する発電所（火力発電所に限る。）

に係る熱効率の実績を把握し、報告するものとする。 

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、

前年度に提出した報告書に記載した前々年度の熱効率の実績を転記するものとする。 

また、計画書に記載した当該発電所における具体的な地球温暖化対策について、前年度

の取組実績を報告する。 

なお、都内に位置する発電所については、発電所別に熱効率及び取組の実績を記載する

ものとする。 

（３）都内の電気需要者への地球温暖化対策の働きかけに係る措置の進捗状況 

特定事業者は、計画書に記載した電気需要者に対する当該電気需要者の事業所等におけ

る地球温暖化対策の促進の働きかけ、特定事業者と電気需要者との連携による地球温暖化

対策の措置について、前年度の取組実績を報告するものとする。 

（４）その他の地球温暖化対策に係る措置の進捗状況 

特定事業者は、その他の地球温暖化対策として、計画書に記載したフロン類の漏出防止、

廃棄物の削減及び有効利用、自動車の合理的な利用、植林・緑化、京都メカニズムの活用

による温室効果ガス削減量の確保等の措置等について、前年度の取組実績を報告するもの

とする。 



 

 

 

６ 特定事業者による公表 

特定事業者は、報告書のうち、次に掲げる事項を公表する。 

（１）特定事業者の概要 

（２）特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量 

（３）特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量（１キロワット時当たり）及

びその抑制に関する措置の進捗状況 

（４）再生可能エネルギーの供給の量の割合及びその拡大に係る措置の進捗状況 

（５）その他地球温暖化の対策に関する事項の進捗状況 

（６）メニュー別調整後ＣＯ2排出係数等の値 

 

７ 添付書類 

特定事業者は、報告書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）電気の供給に伴い排出されたＣＯ２排出量の算定方法に係る資料 

電気の供給に伴い排出されたＣＯ２排出量の算定について、当該算定の方法に係る資料 

（２）電気の供給に係る発電所の状況を示す資料 

電気の供給に係る発電所について、その名称、位置、発電規模、発電種別、電気の供給

に伴い排出されたＣＯ２排出量、再生可能エネルギーによる発電量、熱効率の実績等を示す

資料 

（３）電気の供給に伴い排出された調整後ＣＯ2排出量の算定に係る資料 

電気の供給に伴い排出された調整後ＣＯ2排出量の算定について、当該算定の方法に係る

資料 

（４）メニュー別調整後ＣＯ2排出係数等の算定に係る資料 

メニュー別調整後ＣＯ2排出係数等の算定の根拠となる資料 

（５）その他知事が必要と認める書類 

（１）から（４）までのほか、報告書の内容を説明するものとして知事が必要と認める

書類 

 


